
電子申請の手引き【電子入札システム用登録番号等の交付】 

 

 福井県では、紙様式による申請方法の他に、福井県ホームページから電子申請システムによる申請も

受付けています。 

 電子申請については、次の利点があります。 

① 紙様式による申請（郵送または持参）に比べて申請が即時に申請先に到着する。 

② 郵送料がかからない。 

③ ２４時間申請可能（システムメンテナンス時を除く） 

④ パソコンの画面上で申請後の状況確認ができる。 

 申請手続は、「福井県電子申請サービス」システムより可能です。ご利用前にトップ画面左上の「初め

てご利用する方」の各項目を確認してください。 

 「福井県電子申請サービス」システムは、福井県ホームページトップページ内「お役立ち情報」 ⇒ 

「電子申請」よりアクセスしてください。 

インターネットアドレス  https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect 

 また、次のことに留意してください。 

 

１ 事前準備 

    電子申請を利用するためには、最初に「福井県電子申請サービス」システムにある画面右上の

「利用者登録はこちら」から利用者登録を行う必要があります。 

     利用者登録の手続き後、「利用者ＩＤ」が付与され登録したメールアドレス宛にメールが届き

ますが、メールに記載されている「確認ページ」から確認処理を行わなければ、電子申請の各メニ

ューにログインできませんので注意してください。 

 

  【「福井県電子申請サービス」システムトップページ】 

 

  

 

https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect


【利用者登録後の受信メール画面】 

  

 

２ 申請の手順 

   「福井県電子申請サービス」システムのトップ画面、申請先の選択より「福井県」を選択。 

  

   

画面左上の検索条件に「電子入札システム」と入力して検索ボタンを押してください。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   検索結果一覧の「電子入札システム用登録番号等交付申請（物品・役務の提供等）」を選択して

ください。 

 

    

 申請入力するには、画面右下「電子申請をする（電子証明書が不要）」をクリックしてください。 

   

  

利用者ＩＤおよびパスワードを入力してログインすると申請入力画面が表示されます。 

   

入力画面の表示に従って申請内容を入力してください。 

 →入力方法は、下記の「申請フォーム入力マニュアル」をご参照ください。 

 

３ 申請後の流れ 

（１） 福井県会計局会計課で申請の確認ができたら、申請内容を審査します。 

・申請書類を受理すると利用者登録時に登録したメールアドレス宛に「審査開始のお知らせ」のメ

ールが届きます。 

・審査終了後、結果通知書の発行準備に入ります。同様に「審査完了のお知らせ」のメールが届 

 きます。 

・数日後、結果通知書発行が完了したら、「結果通知書発行のお知らせ」のメールが届きます。 

当該メール内の「確認ページ」のＵＲＬから「福井県電子申請サービス」システムにアクセ

ス、事前準備で取得した利用者ＩＤ・パスワードでログインし、結果通知書のＰＤＦデータを

取得してください。 

※受付から結果通知発行までは、１週間程度の時間を要します。また、結果通知を取得するた

めの利用者ＩＤ・パスワードを紛失しないよう、ご注意ください。 



（２）申請内容に不備等があった場合は、福井県会計局会計課から申請書「３問合せ先」の担当者宛て 

に連絡します。 

必要に応じ、「福井県電子申請サービス」システムより、福井県会計局会計課から「補正指示」

の操作をします。不備等の内容が記載されたメールが登録したメールアドレス宛に届きますので、

修正指示の内容に従い、必要な修正をして、再度申請してください。 

なお、再度の申請については、「補正指示」となった申請の内容をコピーして申請を行うことが 

   できる「再利用申請」が便利ですが、不備の部分もコピーされるため、再申請の際には申請内容を 

確認してから申請してください。 

 

４ 電子申請に関する問い合わせ先 

（１）当該申請に係る入力内容に関するお問い合わせ 

福井県会計局会計課：０７７６‐２０‐０２５３ 

（２） 利用者登録、ログインなどの操作方法等、システム自体に関するお問い合わせ 

ヘ ル プ デ ス ク：０１２０‐４７０-５７０ 

詳細は、「福井県電子申請サービス」システムのトップページ下部にある「サービスに 

関するお問い合わせ」をご確認ください。 

 

５ 再交付の手続きについて 

    電子入札システム用登録番号等の再交付についても、当該システムによる電子申請が可能です。 

   「２申請の手順」の検索結果一覧の「電子入札システム用登録番号等再交付申請（物品・役務の提

供等）」を選択してください。 

    手順についても、交付申請と同様に入力画面に表示される項目を入力し送信することで申請可

能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

申請フォーム入力マニュアル 

＜事前確認＞ 

申請前に福井県が発行した「競争入札参加資格審査通知書」記載の資格の有効期

間が有効期間内であることをご確認ください。資格が有効でないと電子入札システ

ム用登録番号等の交付ができません。 

 

１ 申込者に関する入力 

 

（２）（３）は競争入札参加資格（物品・役務の提供等）に登録している商号・代表者名を入力し

てください。受任者を設定している場合、受任先の商号・代表者名でも構いません。 

 

２ 契約者等に関する入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  （４）～（６）に入力する情報は、競争入札参加資格に登録している業者の本社の所在地・商号・

代表者名。受任者を登録している場合、受任者の所在地・商号・代表者名となります。 

 

 （７）電子入札に参加する方法は、ＩＣカードによる参加またはＩＤパスワードによる参加のいず

れかを選択してください。 

 

（８）（９）は、不備等があった場合などに、福井県会計局会計課から連絡しますので、対応可能

な担当者名・電話番号を入力してください。 

 

【再交付の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再交付の場合、（４）申請理由は３項目のうち、上記２つの該当するものを選択してください。

上記の２つ以外の事情がある場合、３番目を選択し、具体的な理由をご入力ください。 

競争入札参加資格が失効した場合は、再交付とはなりません。改めて、新規でお手続きください。 

 


